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法律と科学の間の落差

―― 今年1月に一審判決の出た青色

発光ダイオード（6頁・註3参照）の職務発

明制度をめぐる訴訟（3頁・資料2参照）

をどのようにご覧になりましたか。

今野 当初、メディアなどに意見を求め

られると、あのようなかたちで訴訟を起こ

冷遇されてきたエンジニアたち
の意思の発露としての
「相当の対価」訴訟

日本知的財産学会の副会長・理事で、理財工学を専門とする中央大学理工学部教授・今野浩氏は、
米国的な知的財産制度と言えるソフトウエア特許、ビジネスモデル特許に批判的な立場をとる。
今野氏は一連の職務発明制度にかかる訴訟をどのように見ているのか。

今野 浩氏 日本知財学会副会長・理事／中央大学理工学部教授／工学博士

す人がいても不思議ではないが、あれは

特殊な例ではないか、そのようなコメント

をしていました。その後も、いろいろ注意

して新聞・雑誌を見ていましたが、実際

には原告はかなり厚遇されていたとする

報道もあり、それが真実であれば、発明

の対価がわずか2万円で、米国の研究

者に「slave（奴隷）」と言われたとの逸

話をことさら強調するのはフェアな態度

であるとは思えなくなりました。また、東

京地裁が原告への対価を約604億円と

認定したことについては、異常さもここま

できたか、と思いました。商品化や資金

調達にかかわるリスクを負わない企業内

の研究者がいかに大きな発明をしたと

しても、利益の50％を持っていくというの

は社会的に見て著しく公平さを欠きま

す。これが一人のエンジニアとして、あの

事件について、ここ1カ月ほど考えてきた

結論です。

―― 判決には違和感を持たれている

ということですね。

今野 担当されたのは手慣れた判事さ

んでしたから、おそらく確信を持ってあ

のような判決を出されたことと思います

が、そこに法律家と技術者の間にある大

きな落差を感じずにはいられません。法

律にかかわる方々に強く申し上げたい

のは、技術、科学は法律と大きく異なる

様相を持つということです。発明、発見

は、一つひとつが特殊な状況の下になさ

れる極めて個別的なものであり、統一的

なフレームワークで扱うことには適してい

ません。一方、法律家はあらゆることを

同一の基準でとらえたがり、法律をもっ

てすべての案件を解決できると考えるよ

うですが、こと技術に関しては、その前

提は誤っており、そして、その誤認がお

かしな状況を招いている、そのことを強

く訴えたいと思います。

―― 技術者と法律家では、発想に根

本的な差異があると。

※1 インクリメンタル：小さな開発を何回も繰り返すこ
とで、開発を進めていく方法。



今野 例えば、私は15年来、ソフトウエア

特許とビジネスモデル特許の制度は根本

的に誤っていると主張し続けてきました。

巨額の投資を必要とする有体物の発明

には特許制度が不可欠であるが、その

同じ制度をソフトウエアのようにインクリ

メンタル※1な技術の積み重ねによって発

展させ、精緻で抽象的なロジックを基礎

とする技術に当てはめるのは誤りである

こと。それに法的保護を与えることは、技

術や産業の発展にむしろマイナスの影

響をもたらす。ソフトウエア開発にかか

わる技術者にしても、すべてがそのよう

な制度を望んでいるわけではない。これ

まで私は、機会を見てはそういった発言

を繰り返してきましたが、制度を考える

法律家たちは聞く耳を持とうとしない。そ

の言い分は、ソフトウエア技術は性格が

異なると主張されても、特許制度は、す

べてに同じ基準でインセンティブを与え

ることで産業の発展に資するためにあ

る、というものです。面と向かって「われ

われは個別の技術の特殊性に関与す

るつもりはない」、そうはっきり言われたこ

ともあります。

―― 技術者の意見は、社会システムに

反映されにくいということですね。

今野 それについては、技術者の側も

反省するべきなのかもしれません。実情

を知る者として、もっと発言すべきだった

にもかかわらず、仕事に追われ、法律家

たちが適正に処理してくれるに違いな

いという甘い幻想から、ほとんど発言せ

ずにきてしまった。ある法律家に「発言

しない技術者は存在しないも同然」と言

われたことがあります。ヨーロッパでは、

多くの技術者がこの件に関して米国に

反対意見を表明しているのですが、彼

によれば、日本で表立ってソフトウエア特

許に反対する技術畑の人間はわずかに

2人だけ、1人はドイツ人の客員教授、1人

は私だそうです。日本でも内輪の会話

では、優秀な研究者ほどその制度に疑

問を呈していますが、その声は伝わらな

い。ジャーナリズムを通じて世間に訴え

ようとしても、一般の人にはテーマとして

難しすぎる、と発言の機会がなかなか与

えられない。この国には二重三重に、技

術者の発言が表に出にくい状況があり

ます。

「文高理低」の伝統

―― 技術者の意見を社会システムに

反映させにくい理由ですが、法学部を出

た法律家や官僚が社会制度をつくる中

心的な勢力で、そこに理系の人間の考

え方が入り込めない状況があるというこ

となのでしょうか。

今野 それは、はっきりとあります。「文

高理低」というか、法律を社会の上位に

据えるのは、明治以来のこの国の伝統

なのでしょう。例えば、ここ1～2年、知的

財産高等裁判所※2について議論され、

結局設置されることになりましたが、法律

界のヘッドクォーター、最高裁判所判事、

東京大学法学部教授、法務省高官、こ

のような方々は今回、法律問題に決して

技術者を関与させたくない、との鉄の意

思を持って議論に臨んだとしか思えませ

ん。われわれ技術者が、知的財産高等

裁判所に技術判事を採用すべきである

と提言しても、自分たちの領域である法

律分野は不可侵の聖域であり、そこでは

技術者に下働きはさせても、本質的な意

思決定には関与させないとばかりに、極

めて強力なスクラムを組み、技術者の意

見を封殺するアクションに出ました。それ

も極めてシステマチックなかたちです。

例えば、知的財産戦略本部に検討委

員会が設置されましたが、官僚が人選し

た法曹界、産業界、アカデミック・エスタブ

リッシュメント、というお歴々の中に、技術

者と呼べるメンバーが何人含まれていた

か。確かに元東北大学総長の阿部博之

さんが座長ですが、座長という立場です

から、おそらくご自身の意見はあまり出さ

ないということで引き受けられたのでしょ

う。制度を考える側は、そのように技術者

の間に沈殿する不満を拡散させ、ごまか

そうというようには考えても、本心から技

術について知ろうとしているように見えま

せんし、技術者、科学者がどのようなこと

を考えながら日々技術開発にあたって

いるかなど、全く関心がないようです。今

回、技術判事の制度ができれば、知財に

関して、法律家、経営者、技術者が相互

にバランスを取り合う考えが根付いてい

く契機になると期待していたのですが、

その道が閉ざされてしまいました。つま

り今後とも、法律家の法律家による法律

家のための知的財産制度が続き、そこ

で技術者は体よくあしらわれるというこ

とでしょう。

―― 知財に関する裁判では、本来、科

学技術への理解が不可欠ということで

すね。

今野 しかし、技術についてはH2Oが

水だと分かっている程度で十分である

と、理解を断念している判事が存在する

わけです。特許法の教科書を見ると、判

事は技術の細かい点まで十分に理解し

た上で判断しなければならないとする判

事がいる一方、技術のディテールについ

ては知らずに判断した方がよい、つまり

H2Oが水だと理解する程度でよいと主張

する判事もいるのですが、そのどちらも

極端過ぎる、と論じられています。

―― 職務発明制度にかかる係争にし

ても、法律家が裁くことによって、実態か
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※2 知的財産高等裁判所：特許権侵害などに絡む訴訟を専門に審理する裁判所。知的財産に関する訴訟の審理
充実と早期解決を図ることがねらいで、東京、大阪両地方裁判所で一審判決のあった特許権侵害訴訟などの控
訴審や、高裁が一審となる特許庁の審決取り消し訴訟などを扱う。審理には、学者や専門技術者らで構成される
「専門委員」が協力。独自の事務局が置かれ、トップの所長は最高裁から任命される。2005年度に東京高等裁判
所内に新設予定。 ～特許法第35条の再考を～

危 う し 知 財 立 国



うな自己抑制的な技術者たちに支えら

れていたのですね。

今野 私と同世代の法律家は、これを

言うと嫌な顔をするのですが、われわれ

はスプートニク・ショック※3直後の1959年

に大学に入学した世代、優秀な人たち

は、洗いざらい理工系に進み、卒業する

と、まとめて産業界に入りました。そして

高度成長を支え続けてきて、今では引退

のときを迎え、地域のボランティア活動な

どに生きがいを見出している。片や法律

の道に進んだ同窓生の多くは、大企業

の経営幹部や政府高官になっています。

彼らが同窓会で一堂に会するとき、その

コントラストには感慨深いものがありま

す。政府高官も大企業幹部も素敵な人

たちですから、彼らにケチを付ける気は

さらさらないのですが、エンジニアはあま

りにも報われなかったとしみじみと思い

ます。しかし、引退を迎えた技術者たち

の多くから出るのは、楽しく有意義な仕

事ができたから不満はない、そのような

発言です。大多数はそうだけれど、中に

は許せないという人もいる。そのような人

たちが今、声を上げ始めたということで

しょう。

―― 一連の判決の背景には、不遇だっ

た技術者たちの叫びでもあると。

今野 ある新聞で、「日亜化学工業事

件」の第一審判決について、高名な半

導体の研究者が「これほどの快挙はな

い」と強い支持を表明されていました。

それを見て感じたのは、国の産業を支え

てきた研究者がこれまでいかに冷遇さ

れていたかを考えれば、その反応も分か

らないでもない、ということです。私自身

は怨念を持ち合わせていません。ソフト

ウエアや数理工学の研究による莫大な

リターンなどはじめから期待していませ

んし、好きな研究に打ち込めたことに満

足しています。しかし周囲を見れば、国

を支える産業分野で懸命にがんばり、大

きな発明をものにした技術者たちが、そ

の貢献の割に報われていないことに対

しては憤りを感じています。また、そうい

う社会的背景がある以上、多額の報酬

を求める訴訟はこれからも続くのだろう

と思っています。

―― 日本型雇用慣行が崩れ、従業者

の意識が変わりつつあるということでしょ

うか。

今野 われわれの世代のエンジニア教

育には、「仲間を大事にせよ」という訓戒

があります。仲間と一致団結して仕事を

する。徹底してそのような倫理をたたき

込まれました。そのため、さほど大規模で

ない技術者集団の中で、仲間からの評

価に重きを置く傾向があります。だから

こそ、仲間内の優秀な技術者を尊敬し、

それに付いていくチームが有効に機能

してきた。しかし、時代が変わりました。

才能に自負心を持つ研究者が突出した

対価を求める傾向が芽生えてきた。要は

米国化です。私も、自らリスクを取り、資

金を調達し、ベンチャーを興し、大きなリ

ターンを得るなら、それはそれでよいと思

います。しかし、リスクを取らないまま、大

きな仕事をしたのだから、洗いざらいよ

こせ、という話は通りません。今回の判

決にしても、これに引きずられて技術者

の処遇が改善されるとすれば、そのプラ

スの面と言えるのでしょう。ただ、青天井

で出す必要はない。大学にいる研究者

は、毎年、研究費の捻出に頭を悩ませて

います。その立場から見れば、あまり苦

労せずに研究費が与えられる企業内発

明者はリスクを取っているとは言えませ

ん。技術系の研究は、研究費を調達で

きるか否かで帰趨が決まります。その努

力を飛ばしている研究者を極端に優遇

ら逸脱した判決が出る可能性があると。

今野 「日亜化学工業事件」の原告側

の弁護士は優秀な方ですから、巧妙に

訴訟を進めたのでしょう。裁判官には、こ

れまで技術者に正当に報いてこなかっ

たという多少の後ろめたさがあったかも

しれませんが、それでも判決で企業の貢

献をあそこまで軽く見たのは、やはり現

場を知らないためでしょう。現場を知る

人間が結論を出していれば、技術者は

より納得するはずです。エンジニアとい

う人種を知り、技術が分かった上で出た

判決なら仕方がない、と。争いに決着を

付ける上で重要なことは、当事者の納得

です。今の仕組みには、その基礎が存

在していません。われわれから見て、あ

まりにも納得を欠く制度です。

声を上げ始めた技術者

―― なぜ、技術者は冷遇されてきたの

でしょうか。

今野 日本は技術者の貢献がこれだけ

大きいにもかかわらず、なぜ相応の処遇

がなされてこなかったのか。日本では、

スーパーエンジニアと一般の工場労働

者が一体となって作業します。使用者か

らすれば、スーパーエンジニアは重要だ

が、組織を丸く収めるには、それを支え

る他の技術者と極端な処遇の差をつけ

られないという事情があったのでしょう。

また、スーパーエンジニアもその処遇を

受け入れてきました。自分だけの力では

ない。みんなで頑張ったのだからと、突

出した報酬を受け取ることをためらった。

その点、米国は異なります。優秀な技術

者を一般の工員とあからさまに異なる体

系で処遇したところで、どこからも文句が

出ません。

―― 日本の高度経済成長は、そのよ
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※3 スプートニク・ショック：1957年に米国がソビエト（当時）に人工衛星の打ち上げで先を越されたこと。
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する必要はない、個人的にはそう思いま

す。社内発明者としてチームで結果を出

した特許に対する報酬ということである

なら、せいぜい10億円が限度でしょう。

研究をしたいという内的モチベーション

と多大な報酬が欲しいという外的モチ

ベーション、どちらが成果を上げるかとい

えば、前者です。いみじくも私の古い仲

間が言ったように、有意義な仕事ができ

たから幸運だった、という意識もやはり一

つの研究活動のベースとして残ってい

くはずなのですから。

職務発明問題の解決方法

―― かかる状況認識から、特許法改

正について、どのような考えをお持ちで

すか。

今野 技術者の中には特許法を「改

悪」する必要はない、現行法のままで、き

ちんと機能しているという人もいます。そ

のような主張も分かります。また、使用者

の側の主張、企業と個人の間の契約に

すべてを任せるという意見も理解できな

くもありません。今のままではリスクを予

見することができず、突然200億円を支

払え、と言われてはたまらないことから、

米国のように一対一の個別契約にして

もらいたいことから、このような訴訟が増

えれば、倒産しかねないことから、私もそ

の理論上の可能性までは否定しません

が、当面、現実化することはないと見て

います。まず、地裁判決の200億円は上

級審でひっくり返されるでしょうし、判決

が積み重なれば、対価の相場も妥当な

ところに落ち着いていくはずです。今回、

ある企業の方が、大きな発明に対する対

価として1億円が定着したようだ、とおっ

しゃったそうですが、私はその程度の報

償はあってもよいのではないかと思いま

す。その位の額なら大企業であれば十

分カバーできるでしょう。ただし訴訟は面

倒で、コストがかかり、気分が悪いという

ことがあるかもしれない。そこは保険制

度でカバーできます。私は金融工学が専

門なので分かるのですが、リスクあるとこ

ろには、必ず保険会社が出てきます。そ

して保険ビジネスで法務リスクをカバー

します。確率から言っても、この国に古巣

の企業を潰そうというほどのエネルギー

を持ったエンジニアはそう多くはいませ

ん。そう考えれば、職務発明の対価で企

業が続々と倒産するという事態にはおそ

らくなりません。今回の改正法案（3頁・

資料3参照）は、労使の契約を重視しつ

つ、まとまらなければ法律家の裁定に委

ねる、というもので、法律家らしからぬ非

現実さを引きずった曖昧な内容だと思い

ますが、結果的には、個別契約でも、裁

判所による裁定でも、どちらの制度でも

機能すると思います。

―― どちらの方法がより望ましいと思

われますか。

今野 冒頭述べたように発明は極めて

個別的であることを考えれば、一対一の

交渉に委ねるかたちが望ましいのでしょ

う。できれば、そこに第三者を立ち合わ

せる。経験豊富な技術者や法律家を招

いて精密に検討し、個別性を活かした

判断を下すのが適切な方法だと思いま

す。今国会に上程された改正法案でい

くのであれば、技術判事の制度を設け、

技術判事を補佐する専門員の制度を整

備するべきです。専門家の知識を受け

入れ、判断を下す。そうすることによって

初めて紛争当事者双方、仕方ないと納

得できるのですから。

―― 紛争解決の手段として、裁判のよ

うに公開されないADR※4の可能性につ

いてはいかがお考えでしょうか。

今野 それも一つの手段かもしれませ

ん。トラブルがあったとき、いきなり裁判

所に持ち込まず、技術、経営が分かる人

に間に入ってもらう。ただ、その手法が

機能するには間に立つ人間に対する双

方の信頼が前提となりますが。

―― リタイアされた元スーパーエンジ

ニアに活躍していただければよいので

はないでしょうか。

今野 知的財産高等裁判所の向こうを

張り、そういうかたちで仲間の知見を活

かせれば、痛快ですね。理工学部教授

の再就職先としてもなかなか魅力的か

もしれませんね。

読者の皆様のご意見・ご感想をお寄せください。

h-bunka@lec-jp.com
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※4 ADR［Alternative Dispute Resolution］：裁判外紛争解決。民事紛争にお
ける裁判外紛争解決の総称、判決などの裁判によらない紛争解決方法を指す。
民事調停・家事調停、訴訟上の和解、仲裁および行政機関や民間機関による和
解、あっせんがこれにあたる。このうち、（民事）調停や訴訟上の和解は、民事訴訟

手続に付随する手続きとして裁判所において行われるが、紛争解決の作用面 に
着目し、ADRに分類されることが多い。裁判による解決が法を基準として行われる
のと比較すると、ADRは、必ずしも法に拘束されず、紛争の実情に即して、条理に
かなった解決を目指す点に特徴がある。


